
 

千葉市では、「千葉市地域防災計画および千葉市水防計画の修正（案）」について審議する

ため、千葉市防災会議を開催しますので、お知らせします。 

 

１ 趣旨 

気象庁による「危険警報」の新設に伴う避難指示基準等の見直しに関する内容のほか、

国や県の計画修正などを踏まえ作成した「千葉市地域防災計画および千葉市水防計画の修

正（案）」について、審議を行う。 

 

２ 日時 

  令和８年５月２９日（金）１０：００から  

 

３ 会場 

  市役所高層棟３階 危機管理センター内 関係機関調整室  

 

４ 出席者 

（１）防災会議会長（市長） 

（２）防災会議委員 

防災関係機関（国、県、自衛隊、ライフライン事業者、鉄道事業者等）、自主防災組織

を構成する者または学識経験者、千葉市（副市長および各局区長ほか） 

   ※一部委員はＷＥＢ参加を予定。 

 

５ 議題 

  千葉市地域防災計画および千葉市水防計画の修正について  

 

６ 会議の公開 

  会議は千葉市情報公開条例第２５条の規定により公開  

  ※傍聴者は先着１０人で、受け付けは当日９：３０から。 

 

７ 取材について 

・撮影は冒頭のみとします。 

・各社腕章等の着用をお願いします。 

 ・当日は市役所高層棟３階カウンターＡ（危機管理部執務室前）にお越しください。 

 
 令和８年５月２５日 

総合政策局危機管理部  
危機管理課 
電話 ２４５－５１３６ 
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